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研究成果の概要： 
 

1999 年にはじまったヨーロッパ共通庇護制度は、10 年の歳月を経て出発点となる第一段階

の諸規則を作り上げるにいたっている。しかし、それは、最低限の共通基準として決して評価

の高いものではなく、また、さらなる調和化が求められている。他方で、そのような庇護政策

や難民法の共通化により、市民社会においてもネットワーク化が進んでいる。アジア諸国に関

しては、難民法および庇護政策に関してヨーロッパ諸国よりいっそうの相違が見られるが、韓

国および日本に関しては似た状況もあり、その点から両国間においての市民レベルでの交流を

進めていくことはアジアにおける難民問題を共通に考えていく基盤をつくるために有用である

と考えられる。EU の庇護政策および難民法の影響という点では、間接的には庇護手続などの

点で参考にされている点がある。 
 
交付額 
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 直接経費 間接経費 合 計 
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総 計 1,200,000 360,000 1,560,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・新領域法学 
キーワード：EU、庇護法、難民、アジア 
 
１．研究開始当初の背景 
 
1999 年のアムステルダム条約の発効によ

って、庇護政策は、EU（ヨーロッパ連合）

が権限を有し、取り扱う事項となった。1999
年から 2004 年までが、ヨーロッパ共通庇護

制度の進展の第一期とされ、庇護の各分野に

おいて、最低限の共通の基準をつくることが

目標とされていた。実際には、2005 年に難

民の地位の付与等における手続の最低基準

に関する理事会指令が最後に合意されたこ

とによって、ヨーロッパ共通庇護制度は最低

限の必要な法を整えて出発した。 
この動きは、EU の諸国にとってだけでな



く国際レベルでの難民法の発展や他国に対

する影響という点でも非常に重要であると

思われるものであり、研究代表者は 2005 年

にブリュッセル自由大学における夏期セミ

ナー等への参加等を通じてこの問題の研究

を始めており、その研究をさらに発展させる

ために本科学研究費補助金を申請した。 
 
 
２．研究の目的 
 
本研究は、上記のヨーロッパ共通の庇護政

策および難民法についてその特色を調査す

るとともに、それがどのくらい普遍性をもつ

可能性があるのかを研究することを目的と

している。そのために、難民問題においてヨ

ーロッパと直接の対話関係を持つわけでは

ないアジア諸国にまで影響が及ぶようなも

のであるのかの考察を試みる。また、ヨーロ

ッパ共通庇護制度は、本来国家の主権として

取り扱われる外国人の受け入れや取り扱い

の中の 1 つの問題である難民問題に関して、

国家を超えた体制をつくり、それにより、国

家だけではなく、市民社会における国境を越

えたネットワーク化という現象も生み出し

ていることがあげられるが、そのような市民

レベルのネットワーク化の実態を調べ、また

同様の可能性が他の地域でもありうるのか

に関しても考察するものである。 
 
 
３．研究の方法 
 
ヨーロッパにおける問題の研究と、アジア

における問題の研究のそれぞれに関して、次

のような方法で研究を行った。 
 
(1) ヨーロッパ庇護政策および難民法の研

究 
 
①文献調査 
一次資料として、EU 法やその制定過程、

EU 機関の政策文書のうち公開されているも

のは、EU のサイトから手に入れた。また、

非公開の動向を調査するために、慶応大学図

書館・三田メディアセンターに所蔵されてい

る Agence Europe（日刊紙）などから情報収

集をした。このため、国内出張を行った。ま

た、EU の難民問題に関する著書、および雑

誌を数冊購入し調査資料とした。 
②現地調査 
2008 年 3 月 14 日から 3 月 23 日に、EU

法および庇護政策の動向を調査するために

スウェーデンのストックホルム大学移民研

究所、ベルギーのブリュッセルの EU 委員会

図書館および難民に関する NGO（ECRE 等）

の訪問、また、対外的な側面について調査す

るために、イギリスのオックスフォード難民

研究所を訪問し、聞き取り調査および資料収

集を行った。 
 
(2)アジアの難民法の動向およびネットワ

ーク形成の可能性に関する研究 
①国内でのヒアリング 
アジア諸国の中でも、台湾、および韓国に

ついて調査を行うことを念頭に、まず台湾に

関して、大阪経済法科大学法学部の蔡秀卿准

教授に台湾の難民関連の法や行政に関して

問い合わせを行い現状に関しての情報を得

た。 
②現地調査 
2009 年 1 月 15 日に韓国、ソウル市の慶煕

（Kyung Hee）大学を訪れ、同大学の平和学

研究所の Gibung Kwon 教授および高麗

（Korean）大学平和研究所の Young-Dahl OH

元教授と、韓国における難民問題、庇護法、

および移民問題に関しての情報収集を行い、

日韓両国における状況についての意見交換

を行った。 

③文献調査 

Young-Dahl 教授からいただいた文献資料

等により、韓国の難民問題および広く外国人

政策に関する情報をえた。韓国語による文献

もあったため、コンピュータの韓国語翻訳ソ

フトも購入、利用した。 

  

 

４．研究成果 

 
(1) ヨーロッパ共通の庇護政策および難民

法について 
 
1999 年にはじまったヨーロッパ共通庇護

制度は、10 年の歳月を経て一定の出発点とな

る諸規則を作り上げるにいたっている。それ

には、内部的な側面と、対外的な側面がある

が、内部的な側面としては、①ダブリン・シ

ステム（EU のどこかの国に対して出された

庇護申請は一カ国のみで審査することとし、

その審査責任を負う一カ国を決定するシス

テム）、②庇護審査手続きに関する共通の最

低基準、③庇護申請者の待遇に関する共通の

最低基準、④難民その他国際的な保護を受け

る人の定義に関する基準の四つの EU 法が主

な成果である。これらの中で最も物議をかも

しているのは、①であり、責任国決定の基準、

特定の国への過重負担、申請者の人権などの



点において多くの異論が出されている。特に、

構成国によって難民法や難民保護の実態が

異なる現状を問題視する多くの意見に対し

て、EU はさらなる庇護法の調和化を進めざ

るを得ず、②、③、④のすべてに関して現在

法改正を行っている途中である。 
対外的な側面としては、1990 年代初頭を

ピークとする庇護申請者の増加と難民と移

民とが混合した流入の動きに対処すること

を目的として、2000 年代の初めに域外審査

の構想が加盟国から提唱された。それは、庇

護申請者が EU 領域にたどり着く前に、どこ

か別の国において保護をして、庇護申請を提

出させそこで審査を行い、難民に該当するよ

うであれば、一部は再定住という形で EU 諸

国へ移るが、その他の人たちは EU ではない

ところで難民として保護してもらうという

考えである。しかし、この議論はあまりにも

急進的であり、多くの賛同を得ることはでき

なかった。そして、議論は、難民の出身国お

よび経由国における保護能力の強化を行う

という方向に修正され、そのための地域保護

プログラムをウクライナ・ベラルーシ・モル

ドヴァという旧ソビエト連邦から独立した

西側の 3 国、およびアフリカにおけるタンザ

ニアを、それぞれ、難民の経由地域と出身地

域としてターゲットを絞り同プログラムに

着手することとなった。また、最近は同プロ

グラムと関連性ももつ、第三国定住の制度に

も EU として着手するにいたっている。 
 
(2)市民のネットワーク形成について 
 
このように、庇護政策や難民法の共通化が

始まることによって、市民社会においても研

究者間、NGO 間のネットワーク形成が進ん

できている。 
例をあげれば、研究者に関して、ブリュッ

セ ル 自 由 大 学 を 拠 点 と し た Odysseus 
Network （ Academic network for Legal 
studies on immigration and asylum in 
Europe）は、EU 構成国内の難民法・移民法

に関する研究者のネットワークである。アム

ステルダム条約の発効した１９９９年に結

成されたが、最終的に EU 加盟国 27 カ国か

らそれぞれ 2人ずつの研究者を受け入れ合計

54 人でネットワークを形成すること目指し、

ブリュッセル自由大学の Fillip Du Bruycker
教授がコーディネーターとなって組織作り

をしている。活動として、教育と研究どちら

も行っているが、教育に関しては、EU の移

民法・難民法に関する 2 週間のサマーコース

他、2006 年からは 1 年のジョイント・ディ

グリーコースも提供している。1 年のコース

は土日に授業を開催するので、講師、学生の

中の半数は週末だけヨーロッパ各地からブ

リュッセルに通ってくる。研究に関しては、

各国の独自に比較調査などと行っているほ

か、EU 委員会から委任された調査もしてい

る。EU の政策の当・不当については論じる

ことなく、厳格な法的分析を任務とするもの

である。彼らからみれば、EU 共通移民・難

民政策は、現在はまだ「共通政策」とはいえ

ない。EU は法的な枠組みを提供しているのみ

であり、構成国は相当の裁量を保持している。

なぜならば、指令はどれもあいまいで一般的

であるからである。EU の共通庇護政策の今後

については、楽観的見方、悲観的見方両方が

できる。１０年、２０年という長期的時間が

必要と考えらえるという意見を持っている。 

 NGO に関しては、ブリュッセルに活動の

拠点をおいて EU 機関への働きかけを行う、

アンブレラ的な組織が近年つくられたり、組

織を整えたりしている例が見受けられる。た

とえば、European Council of Refugees and 

Exiles(ECRE)は、難民関係の NGO の協力のた

めの汎欧アンブレラであり、1972 年に設立、

本部はロンドン、であったが、1994 年から、

ブリュッセルにオフィスを移転して、2012 年

に完全移転を予定している。活動の目的は、

人道的で寛大なヨーロッパ庇護政策を提唱

し、難民の動きに対する国際社会の包括的で

一貫した反応の発展を発展させるというこ

とであるが、難民を援助している NGO 間のネ

ットワークの強化や難民を援助しているヨ

ーロッパ NGOの組織的な能力の開発にも力を

注いでいる。現在の EU の難民政策・庇護法

に関しては、最低限の基準の作成となってお

り、その最低限が低すぎることが問題であり、

また各国が大きく異なる部分は多いと感じ

ている。 

PICUM （ Platform for International 

Cooperation on Undocumented Migrants）は、

特に非正規移民問題に焦点を当て法と慣行

の情報収集（移民の社会権、拘禁、追放、居

住の正規化の可能性について）を行う団体で

あるが、2000 年に結成されたものである。庇

護申請を却下された人たちの大半は非正規

滞在者としてヨーロッパ内にとどまってい

る。同団体は、そのような人たちに専門知識

を提供したり、支援のためのセンターの発展

に尽力したりする一方で、ヨーロッパにおけ

る非正規移民を扱う組織のネットワークの

強化に力を入れている。 

 このように、難民法および庇護政策の EU

共通化は、まだまだであるという評価が多い



中でも、市民の側も共通化に対応してブリュ

ッセルを拠点としたネットワーク組織を形

成していることがわかった。 

 

(3)アジアの難民法の動向およびネットワ

ーク形成の可能性について 

 

アジア諸国に関しては、難民法および庇護

政策に関してヨーロッパ諸国よりいっそう

の相違が見られる。たとえば、アジアにおい

て最も多くの難民を引き受けている国のひ

とつであるタイは難民条約には入っておら

ず、多くの難民を国境近くのキャンプに収容

する政策を採っている。台湾は、難民に対す

る特別の法や行政を整えていないので、難民

も普通の外国人行政の中でとりあつかわれ

る。そのような中で、韓国に関しては、北朝

鮮からの難民を除いては、日本と非常に似た

状況もある。北朝鮮からやってくる人に関し

ては、韓国は自国民として取り扱い、難民と

はあつかわれず生活支援等の体制も整えら

れていたが、そのほかの国に関しては、つい

最近まで難民の受入数、庇護申請者数ともに

少なかった。しかしながら、UNHCR からの

働きかけ等によって、近年難民に関する法を

整備しており、2005 年難民法制改正案が提出

されて、2008 年に可決された。それにより、

語学、就職、生活面などでの難民の支援体制

や、難民以外であるが人道的な理由で保護を

受ける者の地位などが整えられ難民に関す

る法はかなり改善されることになった。 

その点から、日本と韓国間において研究者

レベルまたは NGO レベルでの交流を進めて

いくことはアジアにおける難民問題を共通

に考えていく基盤をつくるために有用であ

ると考えられる。EU の庇護政策および難民

法の影響という点では、直接的な影響を与え

ているとはいえないが、間接的には庇護手続

などの点で参考にされている点はある。たと

えば、安全な第三国概念の利用は、ヨーロッ

パ諸国が先駆けて行い、EU 全体としての庇

護手続の中で認められるものとなったが、現

在では他の国においてもしばしば用いられ

る概念となり、アジアの日本においても、つ

かわれ方は異なるが、また、法の中に組み込

まれるにいたっている。日本は 2004 年の出

入国及び難民認定法の改正により、難民や庇

護申請者に対しての法的保護を強化したが、

一方で、庇護申請の濫用を防ぐためにはヨー

ロッパ諸国の慣行を参考にすべしという考

え方があった。 
また、EU は域外審査の議論を経て EU と

して第三国定住に取り組むことを最近にな

って決定したが、この動きは他の国にも影響

を及ぼす可能性が大きい。すなわち、これま

で第三国定住制度は、10 カ国程度の国によっ

て行われてきた、難民問題の解決策の中では

本の僅かな役割しか負ってこなかった制度

であるが、その半数はいわゆる移民国家であ

り、自国の移民の受け入れ政策の中で第三国

定住として難民を受け入れてきたという側

面がある。ヨーロッパでもいくつかの国はも

ともと第三国定住の制度をもってはいたが、

今後、これらの国や EU がひとつとなって発

言することによって、UNHCR の推進力と相

まって第三国定住が活発化したり、新たな側

面の方向性が生まれたり（難民の選別基準な

ど）してくることは予想される。これは、新

たに第三国定住制度を整えていこうとして

いる日本にとっても影響が考えられるもの

である。 
これらの研究成果は、次に記載するように

学会および国際会議において報告をしたが、

現在、それらをもとにした内容で研究内容を

公表および出版する形で原稿をまとめてい

る途中である。 
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